
令和３年度 第１回潮来市総合教育会議 次第

日時：令和 3年 10 月 25 日（月）9：00～

場所：潮来市役所 3階 第一会議室

１ 開 会

２ あいさつ

３ 主旨説明

４ 協議事項

（１）いじめ問題及び不登校の状況と防止対策について

（２）新型コロナウイルス感染症への対応等について

（３）学習用端末等の活用状況について

（４）学力の現状と学力向上の取り組みについて

（５）潮来小学校と津知小学校の統合について

（６）その他

５ 閉 会
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潮来市告示第１６６号（平成３０年１０月１１日告示） 

 

 

潮来市総合教育会議運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第１条の４第９項の規定に基づき，潮来市総合教育会議

（以下「会議」という。）の運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 
第２条 会議は，市長及び教育委員会をもって構成する。 
（招集） 

第３条 市長は，会議を招集しようとするときは，会議の開催日時，場所及び

会議に付議すべき事項その他必要な事項をあらかじめ教育委員会へ通知する

ものとする。ただし，緊急を要する場合は，この限りではない。 

２ 教育委員会は，その権限に属する事務に関し協議する必要があると思料す

るときは，市長に対し，協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求める

ことができる。 

（会議） 

第４条 会議は，市長がその議長となる。 

２ 会議は，公開するものとする。ただし，個人の秘密を保つため必要がある

と認めるとき，又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき，その

他公益上必要があると認めるときは，教育委員会の同意のうえ，非公開とす

ることができる。 

（議事録） 

第５条  市長は，会議の終了後，遅滞なく議事録を作成し，これを公表する

ものとする。ただし，前条第２項ただし書の規定により非公開とした場合に

あっては，公表しないことができる。 

（事務局） 

第６条 会議の事務局を企画調整課に置く。 

（雑則） 

第７条 この告示に定めるもののほか，会議の運営等に関し必要な事項は，市

長が別に定める 

  

附 則 

この告示は，公表の日から施行する。 

   附 則 

 この告示は，公表の日から施行し，令和２年４月１日から適用する。 


